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令和３年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ３０ 府 省 庁 名   経済産業省    

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

ウィズコロナ/ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応していくことが必要。このためには、

単に設備投資や研究開発等を進めるだけでは足りず、業態転換も含めて大胆なビジネスモデルの変革を進め

ることで生産性を向上させることが重要。一方、単一又は少数の事業を営んでいる中小企業にとっては、既

存の企業体を前提としてビジネスモデルを変革することは困難なことも少なくない。 

 このため、新型コロナウイルス感染症の影響によって先行きが不透明な中において、地域経済・雇用を担

おうとする中小企業による経営資源の集約化等（統合・再編等）を後押しすることで、新規事業拡大や多角

化等を図る。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模事業者の休廃業・解散や、倒産件数は

増加する見込みであるとの民間調査も存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそれがあ

る中において経営資源の集約化等を推進することは、地域における雇用の確保や、サプライチェーンの維持

等につながる効果も期待される。 

上記のような場合に生じる税負担を軽減することにより、中小企業による経営資源集約化を図る。 

 

・特例措置の内容 

中小企業による経営資源集約化等を促進するための税制を創設する。 

 

関係条文 地方税法第 23条第 1項第3号、同法第 72条の 23第1項、同法第 292条第 1項第 3号 

減収 

見込額 

［初年度］ 精査中 （  －  ）  ［平年度］ 精査中  （  －  ） 

［改正増減収額］  －                            （単位：百万円） 



 
 

要望理由 

（１）政策目的 

ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集

約化等を支援する。 

 

（２）施策の必要性 

ウィズコロナ／ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応していくことが必要。このためには、

単に設備投資や研究開発等を進めるだけでは足りず、業態転換も含めて大胆なビジネスモデルの変革を進め

ることで生産性を向上させることが重要。一方、単一又は少数の事業を営んでいる中小企業にとっては、既

存の企業体を前提としてビジネスモデルを変革することは困難なことも少なくない。 

 このため、新型コロナウイルス感染症の影響によって先行きが不透明な中において、地域経済・雇用を担

おうとする中小企業による経営資源の集約化等（統合・再編等）を後押しすることで、新規事業拡大や多角

化等を図る。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模事業者の休廃業・解散や、倒産件数は

増加する見込みであるとの民間調査も存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそれがあ

る中において経営資源の集約化等を推進することは、地域における雇用の確保や、サプライチェーンの維持

等につながる効果も期待される。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和 2年 7月 17日 閣議決定） 

第 2章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く 

1．感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ  

  ― 「ウィズコロナ」の経済戦略 

（3）事業の継続と金融システムの安定維持  

倒産や廃業を最小限に食い止めるべく、引き続き、強化した支援体制の下、予算・税制・金融措置等あ

らゆる手段を総動員して中小・小規模事業者や個人事業主、中堅・大企業の事業継続を強力に支え、これ

を通じて雇用と暮らしを守り抜く。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 

中小企業・地域経済 

 事業環境整備 

政策の 

達成目標 

 地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援することで、業態

転換を含めて大胆なビジネスモデルの変革を通じた生産性向上を実現する。なお、地域におけ

る雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待される。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

令和 5年 3月 31日まで 

同上の期間中

の達成目標 

 地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援することで、業態

転換を含めて大胆なビジネスモデルの変革を通じた生産性向上を実現する。なお、地域におけ

る雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待される。 

 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

精査中 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本税制によって中小企業による経営資源の集約化等に対する負担を軽減することで、経営資

源の集約化等に伴うリスクを軽減する取組を促す。これによって、先行きが不透明な中でも中

小企業による経営資源の集約化等が進み、中小企業の生産性向上が図られる。なお、地域にお

ける雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待される。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置（登録免許税、不動産取得税

の特例） 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

∙事業承継総合支援事業（令和 3年度概算要求） 

∙事業承継・世代交代集中支援事業（令和 3年度概算要求） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

予算上の措置等では、中小企業の経営資源の集約化等に向けて、譲渡／譲受企業のマッチン

グ、M&A時の専門家の活用費用、経営資源集約後の新分野進出に向けた取組を支援している。      

他方、経営資源集約後も含めて、新型コロナウイルス感染症による先行きの不透明感がある

中で、中小企業が経営資源を集約化等することに対するリスク軽減に対する支援が欠如してお

り、本税制はこれに対応するもの。 

要望の措置の 

妥当性 

経営資源の集約化等を図り、中小企業の生産性を向上させるという政策目標を達成するため

には、すべての中小企業が対象になり得る税制における措置を講じることが適当。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 

－ 
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